
＜一般委託＞

1 目      的 国民健康保険被保険者証（カード）等の作成･印字出力･封入封緘委託

2 履行期間 契約の日から令和３年7月13日

3 施行場所 福祉部健康保険課

4 業務内容  別紙のとおり

5 特記事項
○受託者は、提供データ内のメーカー外字、拡張領域の外字についてすべて印字出力可能なこと。
○個人情報に関しては、横須賀市個人情報保護条例第14条の規定を遵守すること。
○受託者は、この契約の履行により知り得た委託業務の内容を一切第三者に漏らしてはならない。

6 関係法規

7 資格要件 　個人情報保護を目的としたセキュリティシステムを処理作業現場に完備していること。

8 契約方法  　総価および単価による業務委託契約（一般委託）

9 支払方法 　委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。

10 その他事項
   （１）製品作成について特許等がある場合は、納入業者がその責任を負うこと。
 　（２）この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11
監　督　 員
連　絡　先

福祉部健康保険課保険料係　福士　　０４６－８２２－８２３３（直通）

・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グ
リーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示
がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく
環境物品等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

・本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に努めているの
で、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。

国民健康保険被保険者証（カード）作成業務等委託仕様書

  国民健康保険被保険者証（カード）作成業務等委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

＜指示又は希望事項＞

グリーン
物品購入

及び
環境配慮

関係



仕  様  書 
 
１ 件  名    国民健康保険被保険者証（カード）作成業務委託 
２ 履行期限    令和 3 年 7 月 13 日 
３ 履行場所    横須賀市福祉部健康保険課 
４ 委託業務の概要 

受託者は各帳票の作成及び印刷を行うとともに、プリントが必要な帳票についてはプロ

グラムを作成し、委託者が提供する被保険者データからプリントを行うこと。また、プリ

ントした各帳票の裁断、名寄せ、封入封緘、簡易書留証加工をし、委託者が指定する場所

に搬入すること。 
また、外的要因によるトラブルや印刷時のトラブルの発生に際しては、自社内のバック

アップ体制が整っており、迅速な対応ができること。 
詳細は、別紙「国民健康保険被保険者証（カード）作成等特記仕様書」のとおり。 

５ 委託作成物及び契約方法 

委託作成物 数 量 契約方法 

国民健康保険被保険者証カード 一斉更新用連続紙 100,000 枚 

総価契約 

窓口発行用カット紙 141,500 枚 

個人情報保護シール 

一斉更新用連続紙貼付用

（個人情報保護シール） 
100,000 枚 

 
窓口交付用  
個人情報保護シール 

141,500 枚 

封筒 一斉更新用 71,000 枚 
窓口用 21,500 枚 

被保険者証出力用プログラム 一式 

簡易書留証及び処理一覧表 

封入枚数別一覧表 1 部 
重量区分別一覧表 1 部 
簡易書留郵便物受領証 2 部 
簡易書留ファイル 1 ファイル 

被保険者証の印字  
単価契約 

被保険者証封入封緘（引き抜き分を含む）  
   ※契約方法については、別紙内訳書参照のこと。 
６ 委託条件    受託者は、本契約業務の実施にあたって、条例、規則、関係法令を十分に

遵守すること。 
別紙「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 

７ 作成物の帰属  委託業務の履行に伴い発生する帳票等の所有権は、すべて横須賀市に帰属

する。 
８ データの保護  受託者は、データ（個人情報、データ）等の安全対策を講じるほか、次の

事項について措置すること。 
 （１）保 管   受託者はデータ等について契約期間終了まで善良な管理者のもと、取扱い

に注意して保管すること。 
 （２）返 還   受託者が横須賀市から提供を受けたデータ等は、委託業務の履行により不

要となった時点で遅滞なく返還すること。 
 （３）授受方法  データ等の授受は、書面（送付書、受領書）にて確認のうえ行うこと。 
 （４）目的外使用禁止 受託者は、受託業務にかかるデータ等を受託業務以外の目的に使用し

てはならない。 
９ 支払方法 委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。 
１０ その他 

 （１） 製品作成について、他者の特許権等が存在する場合は、権利者から許諾を受けて適法

に製品を作成すること。 
 （２） 委託者は必要に応じて立会いを行う。 
 （３） 別世帯への被保険者証の混入事故等に対応できるよう、封入記録を６ヶ月間提示でき

るようにすること。 
 （４） 受託者は搬入日時等必要な事項について、郵便局と直接折衝を行い、その内容につい

て委託者に報告すること。 



（５） その他本仕様書に定めのない事項及び、業務遂行上疑義が生じた場合については、そ

の都度、委託責任者と協議の上処理すること。 
（６） 見本の閲覧可能。 



国民健康保険被保険者証（カード）作成等特記仕様書 
 

１ 委託作成物の大きさ等 

   別表Ａのとおり 

２ 校正 

校正については、2 回とする。 
３ 印刷、印字 

 （１）印字予定件数  90,000 件程度  
 （２）更新用被保険者証の宛名印字位置の余白に管理連番ＳＥＱ等を印字することも可能。 
 
   被保険者証等に印刷、印字する場合は、次の仕様によること。 

一
斉
更
新
用
連
続
紙 

表 面 

 別紙１のとおり 

宛名部分 

郵便番号、送付先住所、世帯主氏名、簡易書留お問い合

わせ番号、簡易書留お問い合わせ番号バーコード、返戻バ

ーコード、連番号を印字すること。 

なお、簡易書留お問い合わせ番号及びそのバーコードの

仕様については、郵便局の仕様によること。 

文字列の長さに対応してフォント数を変更すること。 

カード部分 

データにより、必要項目（別途指示）を印刷または印字

すること。（保険者番号枠を含む） 

印刷または印字する際のフォントサイズ等は、別表Ｃの

被保険者証フォントサイズ等一覧表を参考にすること。 

文字列の長さに対応してフォント数を変更すること。 

公印は、別途配布する印影をもとにして、赤で印刷する

こと。 

余  白 別表Ｂの出力条件に従い、文言を打ち分けること。 

 

 裏 面 別紙２のとおり 

窓
口
発
行
用 

カ
ッ
ト
紙 

表 面 

別紙３のとおり 

公印は、別途配布する印影をもとにして、赤で印刷する

こと。 

裏 面 別紙４のとおり 

   ※記載内容は、若干の追加または修正をする場合があります。 
 
４ 出力用データ、外字の仕様等について 

（１）帳票の外部委託における文字の標準仕様 

項目 内容 
文字コード UTF-16 LE(リトルエンディアン) 

BOM 有 
文字集合 JIS X 0213:2004 (JIS2004) ＋ 外字 

文字フォント FA JIPS 明朝※(JIPS 字形 ゼロスラッシュなし) 
外字ファイル ●●●●●.TTE 

●●●●●.TTＦ 
未登録外字 「★」（印刷時は空白化が必要） 

※NEC 製「FontAvenue UniAssist Web 外字 Ver.3.0」製品に含まれている「FA JIPS 明

朝」フォントを用いるため、取り扱う端末の数の同製品のライセンスが必要となります。 

 

 

 

 

 

 



（２）出力用データ 

可変長、ダブルクォーテーション、カンマ区切りのCSVファイルを暗号化して提供する。

暗号化データの復号化については、自己解凍型暗号化ファイルで作成しており、パスワー

ドの入力で復元可能とする。 

出力データは帳票ごと（通常証・短期証）でファイルが作成されており、委託者が用意

する記録媒体（DVD-RW 正副２枚）で提供する。 

製品作成について特許等がある場合は、権利者から許諾を受けて、適法に実施すること。 

運搬時には散逸等の事故が発生しないよう、貨物室を施錠した輸送車を使用すること。 

その他本仕様書に定めのない事項及び、業務遂行上疑義が生じた場合については、その

都度、委託責任者と協議の上処理する。 

  （３）ファイルレイアウト 

   別表Ｄ（通常証、短期証）のとおり 

 

５ テストデータ引渡し日程 

※  テストの結果、不備がある場合は、新たにテストデータを作成し、引き渡すものとし、

検証が正しいと確認されるまでテストを行う。 
※  テストは、カード現物に出力する。（出力数は、各々200 枚程度） 

 

６ 封入封緘等 

（１）封入封緘等の仕様 
・世帯（同一地区番号）ごとに封入封緘すること。 
・指定された郵便局ごと（5 局）・証の封入枚数ごと（g 毎）・郵便番号順に分類すること。 
・指定された郵便局以外のものは、別納分として、封入枚数ごと（g 毎）・郵便番号順に分

類すること。 
・受託者が用意した箱（下記（２）のとおり）に梱包すること。 
・同一町丁目、地番、号についての前後は問わない。 
・簡易書留「区内割１０００」に対応すること。 
・封入枚数その他については別途指示。 

（２）梱包する箱 
梱包する箱に、封入物の内容が分かるように、次の項目を記載したラベルを貼ること。 

・差出局名（田浦局・横須賀局・久里浜局・長井局・葉山局の別） 
・区内特別（各郵便局ごと）、別納品（印字オーバー世帯など）※印字オーバーした世帯は

別途リストを作成すること 
・同一局・同一重量（同じ封入枚数 g のもの） 
・箱の通し番号（差出局別） 
・箱ごとの通数 
・箱ごとのお問い合わせ番号の始発番号から終発番号 
 g 毎の内訳の差出票を作成すること 

（３） 同封物 
国保パンフレットを１部封入すること。 
被保険者証の封入枚数、地区、他の条件に囚われず、共通仕様で一部同封すること。 
封入物の受け渡しについては別途指示。 

  サイズ等 
   ・サイズ：定形封筒に入るサイズで、縦 85mm 以上、横 160mm 以上  

     ・ページ数：28ページ以上 

     ・重さ：12g 以下 

種    類 内 容 データの引渡し日 

第 1 回テスト ダミーデータを使用し、あらゆるケースを

想定した検証を行う。 令和３年５月下旬 

第 2 回テスト 
（本番リハーサル） 

本番データを使用した検証を行う。（併せて

バーコード読み取りテストを行う。） 令和３年６月中旬 

本    番 本番データの引渡しを行う。 令和３年 7 月初旬予定 



 

（４） 被保険者証の抜き取り 
異動などによる被保険者証の抜き取りについては、7 月初旬にデータ支給予定。抜き取っ

た被保険者証は納品時に返却すること。 
（５） 破損した被保険者証 

作業中に被保険者証の破損が生じた場合は、その時点で健康保険課担当者まで連絡する

こと。破損した被保険者証は納品時に返却すること。 
（６） 余った封筒（一斉更新用） 

  被保険者証の再送に使用するため、余った封筒（一斉更新用）は、別途納品すること。 
（７） 封入封緘予定件数    62,000 件程度 

 

７ 納品 

 

運搬時には、散逸等の事故が発生しないよう、施錠可能な貨物室を備えた輸送車を使用すること。 

納品物 納 期 納入場所 備 考 

窓口発行用カット紙 
令和３年 6 月中旬 

横須賀市役所及び 
各行政センター 

詳細については別途

調整 

封筒（窓口用） 横須賀市役所 詳細については別途

調整 

封入枚数別一覧表 

令和３年 7 月 12 日 
（一斉更新用被保険

者証の納品日前日ま

でに納品すること。） 

横須賀市役所 

 

重量区分別一覧表  

簡易書留郵便物受領証 郵便局ごとに２部

納品すること。 

簡易書留ファイル 
ＭＯ又はＣＤ-Ｒ、

ＤＶＤ‐ＲＷ等に

て、納品すること。 

一斉更新用被保険者証 令和３年 7 月 13 日 

横須賀市役所、 
横須賀、田浦 
久里浜、長井 
葉山の各郵便局 

概ね午前 10 時～午

後５時の間に納品 



別表Ａ 
１ 国民健康保険被保険者証カード 

 

２ 封筒 

 

３ 簡易書留証及び処理一覧表 

 
封入枚数別 
一覧表 

重量区分別 
一覧表 

簡易書留郵便物 
受領証 

簡易書留 
ファイル 

内  容 

郵便局別・封入枚

数別に通数を分類

した一覧表。 

郵便局別・重量区

分別に通数を分類

した一覧表。 

郵便局別に分類し

た一覧表。 

地区番号と簡易書

留お問い合わせ番

号を出力したファ

イル。 

帳票レイアウト 別紙６ 別紙７ 別紙８ 別紙９ 

備  考   正副各 1 部作成す

ること。  

共 通 事 項  

被保険者証台紙から、国民健康保険被保険者証カードがカードとして剥がし取れるよう、

台紙裏面にカード裏面を補強するためのフイルム等とカード用離型紙を貼り、台紙のカー

ド部にカードサイズのハーフカットを入れること。 
カード部は、プリント等処理時に剥がれず、被保険者が容易に剥がすことができ、２年

半の使用に耐え得るものであること。 
カード表面は、偽造防止のため特殊高温耐熱インキ使用により、複写時に「複写または

無効」の文字が中央に現れる仕様とすること。 
カード表面に一部マイクロ文字（隠し文字）による加工をすること。マイクロ文字の文

言は別途指示。 
カード裏面は、油性ボールペンの筆記適性を有し、かつ、個人情報保護シールの貼付適

性を有すること。 

 一斉更新用連続紙 窓口発行用カット紙 

大 き さ  
縦 114mm 横 216mm 
（うち、カード縦 54mm 横 86mm） 

縦 127mm 横 210mm 
（うち、カード縦 54mm 横 86mm） 

紙  質  上質紙四六版 135kg 上質紙四六版 135kg 

色 ・ 地 紋  
表面 2 色 裏面 1 色 
（色・地紋は別途指示） 

表面 2 色 裏面 1 色 
（色・地紋は別途指示） 

帳票レイアウト 表面：別紙１ 裏面：別紙２ 表面：別紙３ 裏面：別紙４ 

備  考  

郵送先をプリントする台紙とカードお

よび個人情報保護シールは一体であり、台

紙とカードの表面は台紙とカード部に段

差がなくフラットであること。また、台紙

の裏面に個人情報保護シールを貼付する

こと。 

台紙とカードは一体であり、台紙とカード

の表面は台紙とカード部に段差がなくフラッ

トであること。 
横須賀市使用の窓口用プリンタで印字テス

トを行い、印字に支障がないことを確認する

こと。 
ミシン線を入れること。配置については別

途指示。 

共 通 事 項 

窓付封筒とすること。（窓の位置等については別途指示）。 

表面に“簡易書留”と赤の二重枠で印刷すること。 

点字加工（エンボス加工）すること。点字加工する際は、読み取りやすい凹凸を持たせ

ること。文言については別途指示。 

 一斉更新用 窓口用 

大 き さ  

一斉更新用連続紙の封入に適した大きさ 
（第一種定形郵便物対応： 
最大 縦 235mm 横 120mm） 

縦 窓口発行用カット紙の封入に適し

た大きさ 
横 一斉更新用と同じサイズ 

紙  質  上質再生紙 四六版 70kg 上質紙 四六版 70kg 

色 ・ 地 紋  
表面 2 色 裏面 1 色（内部地紋入り） 
（色・地紋は別途指示） 

表面 2 色 裏面 1 色（内部地紋入り） 
（色・地紋は別途指示） 

帳票レイアウト 別紙５ 別紙５ 

備  考  

窓あき部分から、郵便番号、送付先住所、世帯

主氏名、簡易書留お問い合わせ番号及びそのバー

コード等の情報が確認できること。また、窓あき

部分から簡易書留バーコードの読み取りが可能

であること。 

糊付きとし、２年半の使用に耐えら

れるよう、粘着部分に乾燥防止用シー

ルを貼ること。 
窓あき部分については別途指示 



別表Ｂ 

被保険者証台紙の左下余白の文 
 
               ※記載内容は、若干の追加または修正をする場合があります。 

 台紙左下の文言 
高校生以下（H.15.4.2
以降の生年月日の者） 空白 

通常証かつ 
Ｎｏ28NULL  

記載内容をご確認いただき、被保険者証の裏面の「注意事項」及び《ご

案内》をよくお読みのうえ、使用してください。 
なお、有効期限が 70 歳到達（※注）及び後期高齢者医療制度への加入

等にともない、令和 5 年 7 月 31 日以前の場合があります。その場合、次

の被保険者証は、今回お送りした被保険者証の有効期限内にお送りしま

す。 
※注 70 歳の誕生日の翌月（1 日の誕生日の方はその月）から、所得

に応じて自己負担割合が 2 割か 3 割になります。 
横須賀市福祉部健康保険課 保険料係・給付係 
電話（０４６）８２２－８２３３（保険料係） 

（０４６）８２２－８２３２（給付係） 

短期証かつ 
No30＝ 

令和３年 9 月 30 日 

これまで、国民健康保険料を完納していただくようお願いしてきまし

たが、未納を解消いただけませんでしたので、令和 3 年 9 月 30 日までの

被保険者証を送付いたします。今後は有効期限の１か月前に被保険者証

の更新又は返還に関する通知を送付いたします。 
 なお、完納された場合には、通常期限の被保険者証を交付いたします。 
 記載内容を確認のうえ、使用してください。 
横須賀市福祉部健康保険課収納係  
電話（０４６）８２２－８２３４ 

短期証かつ 
No30＝ 

令和４年１月 31 日 

これまで、国民健康保険料を完納していただくようお願いしてきまし

たが、未納を解消いただけませんでしたので、令和 4 年 1 月 31 日までの

被保険者証を送付いたします。今後は有効期限の１か月前に被保険者証

の更新又は返還に関する通知を送付いたします。 
 なお、完納された場合には、通常期限の被保険者証を交付いたします。 
 記載内容を確認のうえ、使用してください。 
横須賀市福祉部健康保険課収納係  
電話（０４６）８２２－８２３４ 



別表Ｃ 

 
 文字数の参考としての帳票レイアウトは、別表Ｅ参照 



 

① ②　有効期限 ③
④ ⑤ 発効期日 ⑥

　　宛名印字位置 ⑦ 被保険者証 ⑧ ⑨ ⑪
⑫ 記号 ⑬ 03 ⑭ 番号 ⑮ ⑯ (枝番) ⑰

被保険者
氏　　　名

⑳ 性別 ㉑ ㉒ ㉓
㉔ 住所 ㉕

　　　　　　㊳返戻バーコード ㉖
　　　　　簡易書留バーコード　　　　 ㉗ 適用開始年月日 ㉘ ㉙ 交付年月日 ㉚
　　　　　簡易書留引受番号 ㉛ 世帯主氏名 ㉜

㉟ 交付者名
㉝ 保険者番号 ㉞ ㊱ 横須賀市

1 4 0 0 3 8

⑱ ⑲

一部負担金の割合 ⑩

公印
㊲

国 民 健康 保険
神 奈 川 県

兼高齢受給者証

生年月日

台紙左下の文言

の印字位置

別表B



別表D①

HAFOBC2001

無

可変長 UTF16 ※詳細説明の別紙の有無 有

レコード長 桁

（送信/受信）

送信する

禁止カナ（全角カナ）

禁止カナ（半角カナ）

禁止英字（半角英数）

許可記号(半角英数)

許可記号(半角カナ)

NO. NO.
1

順位 種別 編集元 データ コード種別ID 初期値 詳細
1 証区分 英数字 ◎ 1 1 1 証区分 固定で「2：短期証」を設定する。
2 未来日退職切替区分 英数字 ◎ 1 2 1 未来日退職切替区分 1：通常
3 重量区分 英数字 ◎ 1 3 1

重量区分
ロジックで算出した『山分け区分』の1～3のいずれかを設定する。
1：２５ｇ未満、2：２５ｇ以上５０ｇ未満、3：５０ｇ以上

終了
ソート 抽出元 内容 帳票

出力
開始No. 項目

型
フォーマット

必須 桁数

データ編集元 データ編集元
EOHAVTankishouGaibuItakuyou_QC1_01

交換規則
（交換先） （交換時期、周期）

印刷業務外部委託業者 年次

ファイル名規則

HA＋証区分（短期証＋重量区分[枚数] （２５ｇ未満、２５ｇ以上５０ｇ未満、５０ｇ以上）の組み合わせでファイル名を決定する。
例）
・短期証（２５ｇ未満）の場合
　→ファイル名は「HA短期証（２５ｇ未満）.csv」

利用可能な文字 （文字一覧） （説明）

説明 年次の被保険者証一斉更新における短期証の印刷外部委託用ファイル

サブシステム HA 国民健康保険（資格）

ファイルID 名称 短期証（外部委託用）

ヘッダ有無 用途 外部連携

ファイル編成 文字コード

外部インタフェース仕様書
作成者作成日 版

外部インタフェース仕様書 ファイル出力仕様 (委託業者向け)－1



4 郵便区分 英数字 ◎ 1 4 1

郵便区分

1：田浦局　（237-XXXX）、
2：横須賀局（238-XXXX）、
3：長井局　（238-03XX）、
4：久里浜局（239-XXXX）、
5：葉山局　（240-01XX）、
6：その他（管内）、
7：市外（それ以外）の７つ

5 被保険者証番号 英数字 ◎ 8 5 1 被保険者証番号 印刷時、全角編集
12345678→１２３－４５６７－８

1

6 保険証出力者数 英数字 ◎ 2 1 保険証出力者数 ロジックで算出した『証発行対象人数』を設定する。
7 交付年月日 和暦年月日 ◎ 11 1 交付年月日 2
8 世帯主氏名1 全角 ◎ 25 1 世帯主氏名1 3
9 世帯主氏名2 全角 ◎ 25 1 世帯主氏名2 4
10 世帯主性別 英数字 ◎ 1 1 世帯主性別
11 郵便番号 英数字 ◎ 12 1 郵便番号 5
12 宛先1 全角 △ 32 1 宛先1
13 宛先2 全角 △ 32 1 宛先2
14 宛先3 全角 △ 32 1 宛先3
15 宛先4 全角 △ 32 1 宛先4
16 宛先5 全角 △ 32 1 宛先5
17 宛先6 全角 △ 32 1 宛先6
18 宛先7 全角 △ 32 1 宛先7
19 バーコード 英数字 △ 50 1 バーコード 7
20 返戻用バーコード 英数字 △ 45 1 返戻用バーコード 返戻用バーコード情報（EAN128）

※スタートコード"C"＋44桁
※先頭のスタートコード"C"は印字しない

8

21 連番 英数字 △ 8 1 連番 ファイルの出力件数の連番を設定する。 9
22 被保険者氏名1 全角 ◎ 20 1 被保険者氏名1 10
23 被保険者氏名2 全角 ◎ 20 1 被保険者氏名2 11
24 住所 全角 ◎ 30 1 住所 保険証の場合は26文字までとなる 12
25 方書 全角 ◎ 30 1 方書 保険証の場合は26文字までとなる 13
26 性別 英数字 ◎ 1 1 性別 14
27 生年月日 和暦年月日 ◎ 11 1 生年月日 15
28 退職区分 英数字 ◎ 1 1 退職区分 1:退職本人 2;退職被扶養者

※１の場合（被保険者）と印字する
※２の場合（被扶養者）と印字する
※１、２共に、○退を印字する

16

29 資格取得日・退職該当日 和暦年月日 ◎ 11 1 資格取得日・退職該当日 ・一般証の場合
　資格取得日
・退職証の場合
　退職該当日

17

30 有効期限 和暦年月日 ◎ 11 1 有効期限 18
31 ファイル区分 英数字 ◎ 1 1 ファイル区分 ・未来日退職切替区分が「1：通常」である場合

　→「2：短期証」を設定する。

32 大字CD 英数字 ◎ 10 1 大字CD
33 送付先氏名カナ 全角 △ 601 1 送付先氏名カナ
34 送付先住所 全角 △ 601 1 送付先住所
35 送付先方書 全角 △ 601 1 送付先方書
36 高齢受給者証区分 英数字 △ 1 1 高齢受給者証区分 null：対象外、1：高齢受給者証印字対象

※1の場合「兼高齢受給者証」の見出しを印字する
19

37 高齢受給者証_発効期日 和暦年月日 △ 11 1 高齢受給者証_発効期日 ・高齢受給者証区分が「1：高齢受給者証印字対象」である場合
　→「発効期日」の見出しと発効期日を印字する。

20

まず、ROCA窓枠宛名編集Process.窓枠宛名編集()メソッドを呼
び、宛先9P1～7と宛先7P1～7及びバーコードを設定する。その
後、ROHBCA共通Process_QC1_01.外部委託用宛先変換()メソッド
を呼び、宛先9P1～7と宛先7P1～7を統合したものを宛先1～7を設
定する。

※バーコードは20桁以上の値が設定されている可能性があります
が、先頭20桁を使用してバーコードを生成してください

6

外部インタフェース仕様書 ファイル出力仕様 (委託業者向け)－2



38 高齢受給者証_負担割合 英数字 △ 1 1 高齢受給者証_負担割合 ・高齢受給者証区分が「1：高齢受給者証印字対象」である場合
　→「一部負担金割合」の見出しと負担割合（Ｎ割）を印字する。

21

39 高齢受給者証_内訳負担
割合

英数字 △ 1 1 高齢受給者証_内訳負担割合 ※平成３１年以降は未使用

40 高齢受給者証_内訳有効
期限

和暦年月日 △ 11 1 高齢受給者証_内訳有効期限 ※平成３１年以降は未使用

41 枝番 英数字 ◎ 2 1 枝番 印字時、全角編集
例）01　→　「０１」 22

42 宛名番号 数字 ◎ 10 1 宛名番号 印字には使用しない。

外部インタフェース仕様書 ファイル出力仕様 (委託業者向け)－3



別表D②

HAFOBC1001

無

可変長 UTF16 ※詳細説明の別紙の有無 有

レコード長 桁

（送信/受信）

送信する

NO. NO.
1

順位 種別 編集元 データ コード種別ID 初期値 詳細

1 証区分 英数字 ◎ 1 1 1 証区分 固定で「1：通常証」を設定する。
2 未来日退職切替区分 英数字 ◎ 1 2 1 未来日退職切替区分 1：通常
3 重量区分 英数字 ◎ 1 3 1 重量区分 ロジックで算出した『山分け区分』の1～3のいずれかを設定す

る。
1：２５ｇ未満、2：２５ｇ以上５０ｇ未満、3：５０ｇ以上

4 郵便区分 英数字 ◎ 1 4 1 郵便区分 1：田浦局　（237-XXXX）、
2：横須賀局（238-XXXX）、
3：長井局　（238-03XX）、
4：久里浜局（239-XXXX）、
5：葉山局　（240-01XX）、
6：その他（管内）、
7：市外（それ以外）の７つ

5 被保険者証番号 英数字 ◎ 8 5 1 被保険者証番号 印刷時、全角編集
12345678→１２３－４５６７－８

1

6 保険証出力者数 英数字 ◎ 2 1 保険証出力者数 ロジックで算出した『証発行対象人数』を設定する。
7 交付年月日 和暦年月日 ◎ 11 1 交付年月日 2
8 世帯主氏名1 全角 ◎ 25 1 世帯主氏名1 3
9 世帯主氏名2 全角 ◎ 25 1 世帯主氏名2 4

通常証（外部委託用）

サブシステム HA 国民健康保険（資格）

ファイルID 名称

ファイル名規則

HA＋証区分（通常証）＋重量区分[枚数] （２５ｇ未満、２５ｇ以上５０ｇ未満、５０ｇ以上）の組み合わせでファイル名を決定する。
例）
・通常証（２５ｇ未満）の場合
　→ファイル名は「HA通常証（２５ｇ未満）.csv」

ヘッダ有無 用途 外部連携

ファイル編成 文字コード

説明 年次の被保険者証一斉更新における通常証の印刷外部委託用ファイル

交換規則
（交換先） （交換時期、周期）

印刷業務外部委託業者 年次

データ編集元 データ編集元
EOHAVTsujoshouGaibuItakuyou_QC1_01

No. 項目
型

フォーマット
必須 桁数

帳票
出力

開始 終了
ソート 抽出元 内容

外部インタフェース仕様書
作成者作成日 版

外部インタフェース仕様書 ファイル出力仕様（委託業者向け）－1



順位 種別 編集元 データ コード種別ID 初期値 詳細
No. 項目

型
フォーマット

必須 桁数
帳票
出力

開始 終了
ソート 抽出元 内容

10 世帯主性別 英数字 ◎ 1 1 性別
11 郵便番号 英数字 ◎ 12 1 郵便番号 5
12 宛先1 全角 △ 32 1 宛先1
13 宛先2 全角 △ 32 1 宛先2
14 宛先3 全角 △ 32 1 宛先3
15 宛先4 全角 △ 32 1 宛先4
16 宛先5 全角 △ 32 1 宛先5
17 宛先6 全角 △ 32 1 宛先6
18 宛先7 全角 △ 32 1 宛先7
19 バーコード 英数字 △ 50 1 バーコード 7
20 返戻用バーコード 英数字 △ 45 1 返戻用バーコード 返戻用バーコード情報（EAN128）

※スタートコード"C"＋44桁
※先頭のスタートコード"C"は印字しない

8

21 連番 英数字 △ 8 1 連番 ファイルの出力件数の連番を設定する。 9
22 被保険者氏名1 全角 ◎ 20 1 被保険者氏名1 10
23 被保険者氏名2 全角 ◎ 20 1 被保険者氏名2 11
24 住所 全角 ◎ 30 1 住所 保険証の場合は26文字までとなる 12
25 方書 全角 ◎ 30 1 方書 保険証の場合は26文字までとなる 13
26 性別 英数字 ◎ 1 1 性別 14
27 生年月日 和暦年月日 ◎ 11 1 生年月日 15
28 退職区分 英数字 ◎ 1 1 退職区分 ※令和2年3月末で退職は0件となったため、未使用

1:退職本人 2;退職被扶養者
※1の場合「（被保険者）」と印字する
※2の場合「（被扶養者）」と印字する

16

29 資格取得日・退職該当
日

和暦年月日 ◎ 11 1 資格取得日・退職該当日 ・一般証の場合
　適用開始日
・退職証の場合
　退職該当日

17

30 有効期限 和暦年月日 ◎ 11 1 有効期限 18
31 ファイル区分 英数字 ◎ 1 1 ファイル区分 ・未来日退職切替区分が「1：通常」である場合

　→「1：通常証」を設定する。

32 大字CD 英数字 ◎ 10 1 大字CD
33 送付先氏名カナ 全角 △ 601 1 送付先氏名カナ 送付先氏名＞通称名＞氏名
34 送付先住所 全角 △ 601 1 送付先住所 窓枠（32文字×7行）に設定する文字列の住所部分
35 送付先方書 全角 △ 601 1 送付先方書 窓枠（32文字×7行）に設定する文字列の方書部分
36 高齢受給者証区分 英数字 △ 1 1 高齢受給者証区分 null：対象外、1：高齢受給者証印字対象

※1の場合「兼高齢受給者証」の見出しを印字する
19

37 高齢受給者証_発効期日 和暦年月日 △ 11 1 高齢受給者証_発効期日 ・高齢受給者証区分が「1：高齢受給者証印字対象」である場合
　→「発効期日」の見出しと発効期日を印字する。

20

38 高齢受給者証_負担割合 英数字 △ 1 1 高齢受給者証_負担割合 ・高齢受給者証区分が「1：高齢受給者証印字対象」である場合
　→「一部負担金割合」の見出しと負担割合（Ｎ割）を印字す
る。

21

39 高齢受給者証_内訳負担
割合

英数字 △ 1 1 高齢受給者証_内訳負担割合 ※平成３１年以降は未使用

40 高齢受給者証_内訳有効
期限

和暦年月日 △ 11 1 高齢受給者証_内訳有効期限 ※平成３１年以降は未使用

41 枝番 英数字 ◎ 2 1 枝番 印字時、全角編集
例）01　→　「０１」 22

42 宛名番号 数字 ◎ 10 1 宛名番号 印字には使用しない。

まず、ROCA窓枠宛名編集Process.窓枠宛名編集()メソッドを呼
び、宛先9P1～7と宛先7P1～7及びバーコードを設定する。その
後、ROHBCA共通Process_QC1_01.外部委託用宛先変換()メソッド
を呼び、宛先9P1～7と宛先7P1～7を統合したものを宛先1～7を設
定する。

※バーコードは20桁以上の値が設定されている可能性があります
が、先頭20桁を使用してバーコードを生成してください

6

外部インタフェース仕様書 ファイル出力仕様（委託業者向け）－2



別表E

通常証（一般分）出力イメージ：No.28退職区分（帳票出力の16が未設定）
黄色四角内の数字は、「ファイル出力仕様（委託業者向け）」最右欄の「帳票出力」の番号に対応

＜色分け説明＞赤色：プレ印字、青色：固定文言（見出し文字列）、黒色：項目（出力ファイルより設定する内容）

5

4

3

22

2

10

9

8

6

7

1514

13

11

12

17

20

18

2119

1

【編集上の注意】
7：バーコード
カスタマバーコード。20桁以
上設定されている場合であって
も、先頭20桁までを用いて生
成
8：返戻バーコード
先頭のCを除いた44桁でバー
コードを生成



別紙１ 

国民健康保険被保険者証カード（一斉更新用連続紙：表面） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

国民健康保険被保険者証カード（一斉更新用連続紙：裏面） 

 

 
 

 

被保険者証カード（裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

健康長寿課保健係 

健康長寿課保健係 



別紙３ 

国民健康保険被保険者証カード（窓口発行用カット紙：表面） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここへの印字移動お願いします。 

ミシン線入れてください 



別紙４ 

国民健康保険被保険者証カード（窓口発行用カット紙：裏面） 

 

 
 

 

 

被保険者証カード（裏面） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

健康長寿課保健係 

健康長寿課保健係 

ミシン線入れてください 



別紙５ 

封筒 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※のり面は、封筒と上部に設け、上開きとすること 
 

・点字、簡易書留、国民健康保険証被保険者証在中の位置移動可 

・点字は、端から５ｍｍあけること 
 

 



別紙６ 

※郵便局ごと、かつ保険証の封入枚数別に通数が確認できれば書式にはこだわりありません。 

 

封入枚数別一覧表 
    

郵便番号 封入枚数 整理番号 通数 

237-00 1 ～   

2 ～   

3 ～   

4 ～   

： ～   

10 ～   

小計   

238-00 1 ～   

2 ～   

3 ～   

4 ～   

： ～   

10 ～   

小計   

238-03 1 ～   

2 ～   

3 ～   

4 ～   

： ～   

10 ～   

小計   

239-08 1 ～   

2 ～   

3 ～   

4 ～   

： ～   

10 ～   

小計   

240-01 1 ～   

2 ～   

3 ～   

4 ～   

： ～   

10 ～   

小計   

その他 1 ～   

2 ～   

3 ～   

4 ～   

： ～   

10 ～   

小計   



別紙７ 

※郵便局ごと、かつ重量区分別に通数が確認できれば書式にはこだわりありません。 

 

 

重量区分別一覧表 

郵便番号 重量区分 料金 通数 小計 

237-00 

25g 以内    円 
    

50g 以内    円 
    

100g 以内    円 
    

合計     

238-00 

25g 以内    円 
    

50g 以内    円 
    

100g 以内    円 
    

合計     

238-03 

25g 以内    円 
    

50g 以内    円 
    

100g 以内    円 
    

合計     

239-08 

25g 以内    円 
    

50g 以内    円 
    

100g 以内    円 
    

合計     

240-01 

25g 以内    円 
    

50g 以内    円 
    

100g 以内    円 
    

合計     

その他 

25g 以内   円 
    

50g 以内   円 
    

100g 以内   円 
    

合計     



別紙８ 

簡易書留郵便物受領証 
郵便番号（例 ２３７-００） 

   
ページ数 

No. お届け先のお名前 お問い合わせ番号 申出損害要償額 料金等 摘要 

1     
  

2     〃 

3     〃 

4     〃 

5     〃 

6     〃 

7     〃 

8     〃 

9     〃 

10     〃 

11     〃 

12     〃 

13     〃 

14     〃 

15     〃 

16     〃 

17     〃 

18     〃 

19     〃 

20     〃 

21     〃 

22     〃 

23     〃 

24     〃 

25     〃 

 



別紙９

HAFOY24001

無

可変長 UTF16 ※詳細説明の別紙の有無 有

レコード長 19 桁

（送信/受信）

受信する

NO. NO.
1

内容
順位 種別 編集元 データ コード種別ID

1 地区番号 英数字 ◎ 8 1 8 1
2 お問い合わせ番号1 英数字 ◎ 3 9 11 1
3 お問い合わせ番号2 英数字 ◎ 2 12 13 1
4 お問い合わせ番号3 英数字 ◎ 5 14 18 1
5 お問い合わせ番号4 英数字 ◎ 1 19 19 1
6
7
8
9

開始 終了
ソート

No. 項目

簡易書留.csv

桁数
抽出元型

フォーマット
必須

名称

ヘッダ有無

HA簡易書留ファイル

文字コード

説明

ファイルID

外部連携

外部委託業者から受領した一括登録用のINPUTファイルをCOKAS-i用に変換する。

用途

ファイル編成

年次外部委託業者

（交換時期、周期）
交換規則

（交換先）

データ編集元データ編集元

外部インタフェース仕様書



No. 物件名 内容等 単位 予定数量
上限単価

（円）
契約単価

（円）

1 被保険者証の印字
国民健康保険被保険者証（一斉更
新用）への印字

件 100,000 6.60

2
被保険者証封入封緘
処理

国民健康保険被保険者証（一斉更新
用）および国保パンフレットの封入および封
緘・引き抜き作業を含む）

件 62,000 10.50

No. 物件名 内容等 単位 数量
上限価格

（円）
金額（円）

国民健康保険被保険
者証（一斉更新用）

国民健康保険被保険者証カード及
び台紙（一斉更新用）

枚 100,000

国民健康保険被保険
者証（一斉更新用）貼
付　個人情報保護
シール

個人情報保護シール（一斉更新用） 枚 100,000

国民健康保険被保険
者証（窓口発行用）

国民健康保険被保険者証カード及
び台紙（窓口発行用）

枚 141,500

国民健康保険被保険
者証（窓口発行用）個
人情報保護シール

個人情報保護シール（窓口発行用） 枚 141,500

一斉更新用窓付封筒
被保険者証封入のための封筒（一
斉更新用）

枚 71,000

窓口発行用窓付封筒
被保険者証封入のための封筒（窓
口発行用）

枚 21,500

5
被保険者証出力用プ
ログラム

委託者が提供する被保険者データ
から必要項目出力のためのプログ
ラム

式 1

6
簡易書留証及び処理
一覧表

簡易書留ファイルはＭＯまたはＣＤ
－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ等で、納品処理
一覧表は紙ベースで納品

式 1

 　　　　　　　　　                                                    4,582,600

３　総価契約部分における金額欄は、契約者が記入する。

内訳書（No.１・２＝単価契約分　Ｎｏ.３・４・５・６＝総価契約分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜）

4

１　単価契約部分における契約単価は、上限単価を超えることができない。
２　単価契約部分における契約単価欄は、契約者が記入する。

3

総価契約　小計
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個人情報（特定個人情報を含む）の取扱いに関する特記事項 

 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報（特定個人情報（行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第８項に規定する特定個

人情報をいう。以下同じ。）を含む。）の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情

報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取

り扱わなければならない。 

（適正な管理） 

第２条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故を未然に防止す

るため必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければなら

ない。 

３ 乙は、個人情報を取り扱う従事者の範囲を具体的に定め、当該者以外の者が個人情報

を取り扱うことがないよう必要な措置を講じなければならない。 

４ 乙は、個人情報の保管にあたっては、この契約による業務により取得した個人情報と

それ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。 

５ 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示又は承諾があるときを除き、個人情報を

乙の事業所内から持ち出してはならない。 

（管理責任者等の教育及び研修） 

第３条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管

理責任者及び従事者に対し、横須賀市個人情報保護条例第14条（受託者等の責務）、第

32条及び第33条（罰則）並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第48条、第49条、第50条及び第51条（罰則）の内容並びに本特記事項

において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な

事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

（秘密の保持） 

第４条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ること

なく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのな

いように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（収集の制限） 

第５条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、その目的

を明確にし、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなけ

ればならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第６条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目

的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写等の禁止） 

第７条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために
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甲から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

（資料等の返還） 

第８条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解

除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただ

し、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該

個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報

告書を甲に提出しなければならない。 

（再委託の禁止等） 

第９条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再

委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

２ 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらか

じめ次の各号に規定する事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得

なければならない。 

（１）再委託の相手方 

（２）再委託を行う業務の内容 

（３）再委託で取り扱う個人情報 

（４）再委託の期間 

（５）再委託が必要な理由 

（６）再委託の相手方における責任体制及び管理責任者 

（７）その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受

託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法に

ついて具体的に指示しなければならない。 

５ 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。 

（立入調査等） 

第10条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取

り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求め、又は乙の事務所に立ち

入ることができる。 

２ 乙は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わな

ければならない。 

（事故発生時等における報告） 

第11条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」

という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告

し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後において
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も同様とする。 

２ 乙は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して

必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。 

（補則） 

第12条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協

議し、その指示に従わなければならない。 


